
 

番号 ４－１ 

項目名 ライフスタイル・ビジネススタイルの変革 

施策名 交通エコロジー教室の開催 

施策の概要 国民生活に身近な問題である交通と環境の問題を広く国民に情報提供し、

環境負荷の小さい交通体系を支える国民意識を醸成するための場を国民に

提供する。 

施策の目標 

 

－ 

 

 

 

取組状況 

（平成 22 年度） 

※可能な限りアウトカ

ムを含めて定量的に

記載 

※定量的・定性的な目

標を設定している場合

は、進捗状況を記載 

各地方運輸局において、一般の方の日々行動の環境への影響に関する理

解を深めるとともに、環境負荷の小さい移動のために国民一人一人がなし

得ることを習得してもらうため、交通エコロジー教室を開催した。 

  

平成２２年度：７５教室を開催 

今後の見通し・課題 

※平成 23 年度の取組

を含む 

引き続き、国民生活に身近な問題である交通と環境の問題を広く国民に情

報提供し、環境負荷の小さい交通体系を支える国民意識を醸成するための取

り組みを進めていく。 

予算措置状況 

(単位：百万円） 

平成２２年度 7,729 千円 

平成２２年度（補正） － 

平成２３年度 6,957 千円 

平成２３年度（１次補正） － 

平成２３年度（２次補正） － 

平成２３年度（３次補正） － 

平成２３年度（４次補正） － 

担当部局・課室名 総合政策局 環境政策課 

 

備考  

 調査票 



 

番号 4-1 

項目名 ライフスタイル・ビジネススタイルの変革 

施策名 都市公園等における環境教育の推進 

施策の概要 各地域の特徴ある豊かな自然環境を活用し、環境教育プログラムの提供や

環境学習ボランティアの育成を推進する。 

施策の目標 

 

－ 

取組状況 

（平成 22 年度） 

※可能な限りアウトカ

ムを含めて定量的に

記載 

※定量的・定性的な目

標を設定している場合

は、進捗状況を記載 

各地域の特徴ある豊かな自然環境を活用し、野生生物観察会等の環境教育

プログラムの提供や、ワークショップの開催等による環境学習ボランティ

アの育成の推進など、都市公園等における環境教育を推進。 

今後の見通し・課題 

※平成 23 年度の取組

を含む 

引き続き上記取組を推進。 

予算措置状況 

(単位：百万円） 

平成２２年度 社会資本整備総合交付金 2,200,000

百万円の内数 

事業費 50,181 百万円の内数 

国費 36,846 百万円の内数 

 

平成２２年度（補正） 社会資本整備総合交付金 185,400 百

万円の内数 

平成２３年度 社会資本整備総合交付金 1,753,870

百万円の内数 

地域自主戦略交付金（内閣府計上）の

内数事業費 40,842 百万円の内数 

国費 33,199 百万円の内数 

平成２３年度（１次補正） － 

平成２３年度（２次補正） － 

平成２３年度（３次補正） － 

平成２３年度（４次補正） － 

担当部局・課室名 都市局 公園緑地・景観課 

 

 

備考  

 調査票 



 

番号 ３－５、４－１ 

項目名 自然共生と生物多様性の保全 

ライフスタイル・ビジネススタイルの変革 

施策名 「子どもの水辺」再発見プロジェクトなどによる環境教育の推進 

施策の概要 川を活かした体験活動や環境学習の場を拡大し、地域の子ども達の体験活動

の充実を図るため、「『子どもの水辺』再発見プロジェクト」や川の自然環境や

危険性を伝える指導者育成などを進める。 

施策の目標 

 

－ 

取組状況 

（平成 22 年度） 

※可能な限りアウトカ

ムを含めて定量的に

記載 

※定量的・定性的な目

標を設定している場合

は、進捗状況を記載 

河川管理者、教育関係者、市民団体等から構成される協議会を設置し、地域

が一体となって子どもが水辺に親しめる場・機会の提供を行っている。平成 22

年度末現在、「子どもの水辺」登録箇所 290 箇所となっている。 

 

今後の見通し・課題 

※平成 23 年度の取組

を含む 

引き続き、地域との連携し河川を活かした環境学習、自然体験活動を推進す

る。 

予算措置状況 

(単位：百万円） 

平成２２年度 事業費：806,440 百万円の内数 

国費：632,311 百万円の内数 

平成２２年度（補正） 事業費：47,281 百万円の内数 

国費：33,644 百万円の内数 

平成２３年度 事業費：800,688 百万円の内数 

国費：597,771 百万円の内数 

平成２３年度（１次補正） 事業費：23,056 百万円の内数 

国費：20,755 百万円の内数 

平成２３年度（２次補正） － 

平成２３年度（３次補正） 事業費：78,258 百万円の内数 

国費：61,656 百万円の内数 

平成２３年度（４次補正） － 

担当部局・課室名 水管理・国土保全局河川環境課 

 

備考  

 調査票 



 

番号 ３－５、 ４－１ 

項目名 自然共生と生物多様性の保全、 ライフスタイル・ビジネススタイルの変革 

施策名 海辺の環境教育の推進 

施策の概要 再生した干潟を含め、海辺の自然環境を活用した自然体験・環境教育活動

を自治体や NPO 等と協働により実施し、自然環境の大切さを学ぶ機会の充実

を図る。 

 

施策の目標 

 

－ 

取組状況 

（平成 22 年度） 

※可能な限りアウトカ

ムを含めて定量的に

記載 

※定量的・定性的な目

標を設定している場合

は、進捗状況を記載 

平成 22 年度に、自治体や NPO 等と連携した自然体験・環境教育活動を「海辺

の自然学校」として１３件開催。 

今後の見通し・課題 

※平成 23 年度の取組

を含む 

干潟等の再生後における順応的管理の導入や継続的な利活用を図るため、

自治体やＮＰＯ等との協働による利活用の仕組みづくりや市民を対象とした自

然体験・環境教育活動が必要である。 

予算措置状況 

(単位：百万円） 

平成２２年度 事業費：２３９，６７４百万円の内数 

国費：１６５，４８９百万円の内数 

平成２２年度（補正） － 

平成２３年度 事業費：２４９，０２０百万円の内数 

国費：１６６，６４９百万円の内数 

平成２３年度（１次補正） － 

平成２３年度（２次補正） － 

平成２３年度（３次補正） － 

平成２３年度（４次補正） － 

担当部局・課室名 港湾局 国際・環境課 

 

備考  

 調査票 



 

番号 ４－１ 

項目名 ライフスタイル・ビジネススタイルの変革 

施策名 自主行動計画のフォローアップ 

施策の概要 国土交通省所管業界団体（３３団体）の自主行動計画の透明性・信頼性・目標達

成の蓋然性が向上するよう、社会資本整備審議会・交通政策審議会環境部会に

よる定期的なフォローアップを進める。 

施策の目標 

 

－ 

取組状況 

（平成 22 年度） 

※可能な限りアウトカ

ムを含めて定量的に

記載 

※定量的・定性的な目

標を設定している場合

は、進捗状況を記載 

平成 22 年度は、6 月 25 日開催の社会資本整備審議会環境部会・交通政策審

議会交通体系分科会環境部会第 13 回合同会議において自主行動計画のフォロ

ーアップを実施した。 

フォローアップ対象である 33 団体のうち、既に目標を達成した団体は 21 団体

（一部達成を含む）、目標を達成していない団体は 11 団体であった。 

今後の見通し・課題 

※平成 23 年度の取組

を含む 

今後は、自主行動計画についての政府全体の方針を踏まえつつ、必要に応じ適

切にフォローアップを実施する予定。 

予算措置状況 

(単位：百万円） 

平成２２年度 － 

平成２２年度（補正） － 

平成２３年度 － 

平成２３年度（１次補正） － 

平成２３年度（２次補正） － 

平成２３年度（３次補正） － 

平成２３年度（４次補正） － 

担当部局・課室名 総合政策局 環境政策課 

備考  

 調査票 



 

番号 ４－１ 

項目名 ライフスタイル・ビジネススタイルの変革 

施策名 政府実行計画等の着実な実施 

施策の概要 「国土交通省がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出削減等のた

め実行すべき措置について定める実施計画」に基づき、財・サービスの購入・

使用、建築物の建築・管理その他の事務及び事業に関し、率先的な取組を実

施する。 

施策の目標 

 

温室効果ガス総排出量（年平均）： 2001 年度比 8.5%削減（2010～2012 年

度） 

取組状況 

（平成 22 年度） 

※可能な限りアウトカ

ムを含めて定量的に

記載 

※定量的・定性的な目

標を設定している場合

は、進捗状況を記載 

「国土交通省がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出削減等のた

め実行すべき措置について定める実施計画」に基づき、財・サービスの購入・

使用、建築物の建築・管理その他の事務及び事業に関し、率先的に取組を実

施した結果、平成２１年度の実施状況は、国土交通省全体で、基準年度（平成

１３年度）比で２１．４％減を達成した。 

なお、平成２２年度の数値については、現在集計中。 

 

今後の見通し・課題 

※平成 23 年度の取組

を含む 

基準年度（平成１３年度）比は、引き続き減少となっているものの、昨年度

（平成２０年度）と比較して、用紙の使用量、事業所の単位面積当たり電力消

費量、エネルギー供給設備等における燃料消費量が増加したことから、基準

年度比の減少幅が小さくなった。今回増加した項目を中心に施策目標に向け

て、引き続き、「国土交通省がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出

削減等のため実行すべき措置について定める実施計画」に基づき、財・サービ

スの購入・使用、建築物の建築・管理その他の事務及び事業に関し、率先的

に取り組む。 

予算措置状況 

(単位：百万円） 

平成２２年度 － 

平成２２年度（補正） － 

平成２３年度 － 

平成２３年度（１次補正） － 

平成２３年度（２次補正） － 

平成２３年度（３次補正） － 

平成２３年度（４次補正） － 

担当部局・課室名 総合政策局 環境政策課 

 

備考  

 調査票 



 

番号 1-4，4-1，5-2 

項目名 物流の効率化 

ライフスタイル・ビジネススタイルの変革 

調査・観測・分析・情報提供の推進 

施策名 物流 CO2 排出量ディスクロージャー調査 

施策の概要 従来の省エネ法の定着を念頭に置き、荷主企業がサプライチェーン全体における

CO2 排出量の把握・開示をより一層進めていけるよう、物流に焦点を当て、国内

から国際物流、外国内物流、さらには単体から連結グループ企業へ広げていくた

めの統一的な手法を調査研究。広く把握することを第一義として企業が共通して

活用できる簡便な方法において CO2 排出量を算定できるような仕組みを目指す。

既存の算定方法を可能な限り取り入れ、将来的にも企業にとって有効に活用でき

るものを目指す。 

施策の目標 

 

企業に対する義務づけの強化ではなく、連結企業グループベース・海外物流

まで含めた一定の統一的・体系的な手法を提示し、企業がCO2排出量の把握

範囲を広げようとする自主的な取り組みを支援するような手引きの策定を目指

す。 

取組状況 

（平成 22 年度） 

※可能な限りアウトカ

ムを含めて定量的に

記載 

※定量的・定性的な目

標を設定している場合

は、進捗状況を記載 

21 年度に策定した物流から生じる CO2 排出量のディスクロージャーに関する

手引き（素案）の検証作業を行う。荷主企業 2 社の協力の元、手引きを使って

実際に CO2 排出量を算定し、実用性や作業負荷等について検証し修正を行

った。また、手引きを利用した物流 CO2 排出量の把握・算定を簡便に行うた

めの物流 CO2 排出量簡易算定ツールを作成。作成後は特定荷主企業 873

社を対象として、ツールに対する意見照会を行う。以上を踏まえて手引きと算

定ツールを完成し公表する。 

 

今後の見通し・課題 

※平成 23 年度の取組

を含む 

海外物流を対象として物流 CO2 排出量の把握・算定について調査。日系企

業の海外物流 CO2 排出量把握・算定の状況についてアンケートとヒアリング

を実施。また、海外で同様の調査研究を行っている機関に対してアンケートと

ヒアリングを実施。当方での研究と比較して意見交換を行う。 

予算措置状況 

(単位：百万円） 

平成２２年度 17,375 千円 

平成２２年度（補正） － 

平成２３年度 14,746 千円 

平成２３年度（１次補正） － 

平成２３年度（２次補正） － 

平成２３年度（３次補正） － 

平成２３年度（４次補正） － 

担当部局・課室名 国土交通政策研究所 

備考  

 調査票 



 

番号 4-1 

項目名 ライフスタイル・ビジネススタイルの変革 

施策名 エコドライブの普及・促進 

施策の概要 駐停車時のアイドリングストップ、交通状況に応じた安全な定速走行等エコ

ドライブの普及・推進を図る。そのため、関係 4 省庁（警察庁、経済産業省、国

土交通省、環境省）によるエコドライブ普及連絡会を中心とした広報活動等に

より国民の意識向上を図り、エコドライブの普及促進のための環境整備を行

う。 

施策の目標 

 

関係省庁と連携を取りながら、様々な媒体を利用して、エコドライブの普及・

啓発活動を行い、運転者に対して環境に配慮した自動車使用についての意識

向上を図る。 

（※数値目標の設定はとくになし） 

取組状況 

（平成 22 年度） 

※可能な限りアウトカ

ムを含めて定量的に

記載 

※定量的・定性的な目

標を設定している場合

は、進捗状況を記載 

○ エコドライブ推進月間の展開 

関係省庁及び関係団体と連携し、交通量の多くなる行楽シーズンなど、自

動車を運転することが多くなる時期（11 月）を「エコドライブ推進月間」とし、シン

ポジウムや講習会などを集中して実施した。また、関係 4 省庁より、「エコドライ

ブ推進月間」について、プレスリリースを行い、広報活動等による国民の意識

向上を図るよう努めた。 

今後の見通し・課題 

※平成 23 年度の取組

を含む 

引き続き、関係省庁と連携し、11 月を「エコドライブ推進月間」とし、シンポジ

ウムや講習会等を集中的に実施する。また、関係 4 省庁より、「エコドライブ推

進月間」について、プレスリリース等の媒体を利用して、エコドライブの普及啓

発活動に努める。 

予算措置状況 

(単位：百万円） 

平成２２年度 - 

平成２２年度（補正） - 

平成２３年度 - 

平成２３年度（１次補正） - 

平成２３年度（２次補正） - 

平成２３年度（３次補正） - 

平成２３年度（４次補正） - 

担当部局・課室名 総合政策局 環境政策課 地球環境政策室 

自動車局 環境政策課 

備考  

 調査票 



 

番号 １－４、４－１ 

項目名 物流の効率化 

ライフスタイル・ビジネススタイルの変革 

施策名 グリーン経営認証制度活用の拡大 

施策の概要 トラック、バス、タクシー、内航海運、旅客船、港湾運送及び倉庫の各業種の

認証制度の普及・促進により、平成１９年度末までに認証取得事業者２，０００

社を達成。 

施策の目標 

 

全事業者の１０％の取得を目指す（２０１０年度）。 

取組状況 

（平成 22 年度） 

※可能な限りアウトカ

ムを含めて定量的に

記載 

※定量的・定性的な目

標を設定している場合

は、進捗状況を記載 

交通エコロジー・モビリティ財団にて、認証取得に向けた講習会を開催する

など、トラック、バス、タクシー、内航海運、旅客船、港湾運送及び倉庫の各業

種の認証制度の普及・促進を行った結果、平成２２年度末までに全体の約４．

０％の認証取得事業者約３，４００社を達成した。 

なお、トラック、バス、タクシーにおける車両台数ベースでは、１０％を超えた

普及率を達成している。 

 

今後の見通し・課題 

※平成 23 年度の取組

を含む 

平成２２年度末までに全事業者の１０％が取得することを目指して普

及促進に取り組んできたが、トラック、バス、タクシーにおける車両台数

ベースでは１０％を超える普及率を達成しているものの、事業者ベースで

は約４％に留まる結果であったことから、普及促進の目安を「改正京都議

定書目標達成計画」の約定期間である平成２４年度末まで延長し、引き続

き、トラック、バス、タクシー、内航海運、旅客船、港湾運送及び倉庫の

各業種の認証制度の普及・促進に取り組む。 

予算措置状況 

(単位：百万円） 

平成２２年度 － 

平成２２年度（補正） － 

平成２３年度 － 

平成２３年度（１次補正） － 

平成２３年度（２次補正） － 

平成２３年度（３次補正） － 

平成２３年度（４次補正） － 

担当部局・課室名 総合政策局環境政策課 

 

備考  

 調査票 



 

番号 4-1 

項目名 ライフスタイル・ビジネススタイルの変革 

施策名 企業等による緑化を推進するための仕組みづくり 

施策の概要 CSR を通じた企業の緑化活動について客観的な評価、認定等により、地域

の環境改善への取り組みを誘導、支援。 

施策の目標 － 

取組状況 

（平成 22 年度） 

※可能な限りアウトカ

ムを含めて定量的に

記載 

※定量的・定性的な目

標を設定している場合

は、進捗状況を記載 

・企業等が所有する土地における緑の保全・創出活動を公正に評価する「社

会・環境貢献緑地評価システム（SEGES）」の取組を推進、(財)都市緑化

基金(※1)による認定： 34 サイト。 

・都市開発・住宅地開発事業等における緑の保全・創出事業を計画段階か

ら評価する「都市開発版SEGES」の取組について本格運用を実施、(財)都

市緑化基金(※1)による認定：10 サイト。 

・企業が取り組む身近なみどりの保全・創出・活用の優良な事例をSEGES

特別認定「生物多様性保全につながる企業のみどり100選」として認定、

（財）都市緑化基金(※1)による認定：84 サイト。 

 (※1)「（財）都市緑化基金」は、現「（財）都市緑化機構」の前身 

今後の見通し・課題 

※平成 23 年度の取組

を含む 

・引き続き上記取組を推進。 

 

予算措置状況 

(単位：百万円） 

平成２２年度 － 

平成２２年度（補正） － 

平成２３年度 － 

平成２３年度（１次補正） － 

平成２３年度（２次補正） － 

平成２３年度（３次補正） － 

平成２３年度（４次補正） － 

担当部局・課室名 都市局 公園緑地・景観課 緑地環境室 

 

備考  

 調査票 



番号 4-2 

項目名 循環型の経済社会システムの構築 

施策名 新たな建設リサイクル推進計画に基づく建設リサイクルの推進 

施策の概要  建設リサイクル推進計画２００８に示した発生抑制、現場分別などの各種取り組

みを実施するとともに実施状況のフォローアップや、建設副産物実態調査を適宜

実施し、建設リサイクル推進計画の達成状況を評価する。 

 （主な取り組みの例） 

 ・建設副産物物流の「視える化」の検討 

 ・公共事業におけるリサイクル原則化ルールの徹底 

 ・地域内循環の基本として、地域での需給バランス均衡に関する情報収集・情報

発信のあり方の検討 

 ・設計段階で評価可能な発生抑制に関する指標の検討 

 ・小口巡回共同回収システムの検討 

 ・現場条件に応じた現場分別基準の策定 

 ・建設汚泥と建設発生土の総合的な有効利用 

施策の目標 

 

○アスファルト・コンクリート塊の再資源化率： 

 →（2005 年）98.6%→98%以上（2012 年） 

○コンクリート塊の再資源化率： 

 →（2005 年）98.1%→98%以上（2012 年） 

○建設発生木材の再資源化率： 

 →（2005 年）68.2%→77%（2012 年） 

○建設発生木材の再資源化・縮減率： 

 →（2005 年）90.3%→95%以上（2012 年） 

○建設汚泥の再資源化・縮減率： 

 →（2005 年）74.5%→82%（2012 年） 

○建設混合廃棄物の排出量： 

 →（2005 年）292.8 万 t→205 万 t（2012 年） 

○建設廃棄物全体の再資源化・縮減率： 

 →（2005 年）92.2%→94%（2012 年） 

○建設発生土の有効利用率： 

 →（2005 年）80.1%→87%（2012 年） 

取組状況 

（平成 22 年度） 

※可能な限りアウトカ

ムを含めて定量的に

記載 

※定量的・定性的な目

標を設定している場合

は、進捗状況を記載 

建設発生土の一次仮置き実態を把握するとともに、地方自治体での建設発生

土について規制する残土条例について整理を行い、直轄工事における建設発

生土の適切な仮置き方法について検討を行った。 

アスファルト・コンクリート塊及びコンクリート塊の建設リサイクルにおける CO2

排出量削減の可能性についての検討を行った。 

 調査票 



 

今後の見通し・課題 

※平成 23 年度の取組

を含む 

「視える化」すべき情報を整理し、情報追跡・管理方策について検討する。 

必要に応じ、リサイクル原則化ルールの見直しを実施し、周知する。 

発生抑制を評価するための指標を整理する。 

現場分別の取り組み事例をとりまとめ、関係機関に周知する。 

建設混合廃棄物において、再資源化が難しい資材について、実態把握し、課

題を整理する。 

平成 23 年度は以下について取り組む 

建設副産物実態調査の実施に向けた改善方策等の検討を行う。 

建設汚泥の建設リサイクルにおける CO2 排出量削減の可能性についての検

討を行う。 

分別解体を徹底しても最終処分をせざるを得ない、複数の資材が密着不可分

となっている資材について再資源化の可能性及び利用のあり方について検討

を行う。 

予算措置状況 

(単位：百万円） 

平成２２年度 19 

平成２２年度（補正） - 

平成２３年度 15 

平成２３年度（１次補正） - 

平成２３年度（２次補正） - 

平成２３年度（３次補正） - 

平成２３年度（４次補正） - 

担当部局・課室名 総合政策局公共事業企画調整課環境・リサイクル企画室 

土地・建設産業局建設業課 

大臣官房公共事業調査室 

備考  



 

番号 4-2 

項目名 循環型の経済社会システムの構築 

施策名 建設リサイクル法の徹底 

施策の概要 分別解体を徹底するため、都道府県、特定行政庁による工事現場のパトロール

強化 

施策の目標 

 

 ― 

取組状況 

（平成 22 年度） 

※可能な限りアウトカ

ムを含めて定量的に

記載 

※定量的・定性的な目

標を設定している場合

は、進捗状況を記載 

5 月、10 月に建設リサイクル法に関する全国一斉パトロールを実施した。 

[パトロール実績] 

 5 月 9,745 人・時間 

10 月 12,314 人・時間 

今後の見通し・課題 

※平成 23 年度の取組

を含む 

今後も引き続き、建設リサイクル法に関する全国一斉パトロールの実施を継続

するとともに、分別解体の徹底のために必要な情報提供等を行っていく。 

 

予算措置状況 

(単位：百万円） 

平成２２年度 － 

平成２２年度（補正） － 

平成２３年度 － 

平成２３年度（１次補正） － 

平成２３年度（２次補正） － 

平成２３年度（３次補正） － 

平成２３年度（４次補正） － 

担当部局・課室名 土地・建設産業局建設業課 

 

備考  

 調査票 



 

番号 4-2 

項目名 循環型の経済社会システムの構築 

施策名 建設リサイクル法の点検 

施策の概要 建設リサイクル法の施行状況に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を

実施。 

施策の目標 

 

― 

取組状況 

（平成 22 年度） 

※可能な限りアウトカ

ムを含めて定量的に

記載 

※定量的・定性的な目

標を設定している場合

は、進捗状況を記載 

平成１９年１１月より社会資本整備審議会環境部会建設リサイクル推進施策検

討小委員会と中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会建設リサイクル専門委員会

の合同会合を開催し、平成２０年１２月に建設リサイクル制度の施行状況について

評価するとともに、その課題解決に向けた方向性及び取組についてとりまとめが

行われた。 

このとりまとめの中で、今後大幅な排出量増加が見込まれている廃石膏ボード

について、適切な現場分別等の方法を検討すべきとの指摘があり、廃石膏ボード

の再資源化の促進を見据え、「廃石膏ボード現場分別解体マニュアル【試行版】」

を作成した。 

 

今後の見通し・課題 

※平成 23 年度の取組

を含む 

今後、とりまとめの中で指摘されている建設リサイクル制度をとりまく様々な課

題を克服するため、必要な措置について取り組んでいく。 

予算措置状況 

(単位：百万円） 

平成２２年度 9 

平成２２年度（補正） - 

平成２３年度 9 

平成２３年度（１次補正） - 

平成２３年度（２次補正） - 

平成２３年度（３次補正） - 

平成２３年度（４次補正） - 

担当部局・課室名 土地・建設産業局建設業課 

 

備考  

 調査票 



 

番号 4-2  

項目名 循環型の経済社会システムの構築 

施策名 下水道資源の有効利用の推進 

施策の概要 下水道における資源・エネルギーの有効利用により、循環型社会形成に貢献す

る。 

施策の目標 

 

下水道バイオマスリサイクル率  

（目標： 39％（平成 24 年度）） 

取組状況 

（平成 22 年度） 

※可能な限りアウトカ

ムを含めて定量的に

記載 

※定量的・定性的な目

標を設定している場合

は、進捗状況を記載 

社会資本整備総合交付金等により、下水道バイオガスの利活用や下水汚泥の固

形燃料化等の新エネルギー利用を推進。さらに、下水道管理者が新エネルギー

技術導入を検討する際の参考とするため、「下水汚泥エネルギー化技術ガイドラ

イン（案）」をとりまとめ。また、下水道に存在する未利用リン資源の活用を推進す

るために平成 21 年度に策定した、「リン資源化の手引き」の周知を図るとともに、

交付金による支援を行い、リン資源化の事業実施を支援。 

 

平成 21 年度 下水道バイオマスリサイクル率 約 24% 

今後の見通し・課題 

※平成 23 年度の取組

を含む 

地方公共団体による下水汚泥のエネルギー利用等の事業化が進んでおり、今後

対策が進展する見込み。 

引き続き、社会資本整備総合交付金等により、下水道バイオガスの利活用や下水

汚泥の固形燃料化等の新エネルギー利用を推進するとともに、「下水汚泥エネル

ギー化技術ガイドライン（案）」や「リン資源化の手引き」等の周知を図り、下水汚泥

の資源・エネルギー利用を推進。また、下水道革新的技術実証事業により、下水

処理場の省エネルギー化・新エネルギー利用に関する技術開発を推進。 

予算措置状況 

(単位：百万円） 

平成２２年度 社会資本整備総合交付金 2,200,000 百万円の内数

平成２２年度（補正） ‐ 

平成２３年度 社会資本整備総合交付金 1,753,870 百万円の内数

平成２３年度（１次補正） ‐ 

平成２３年度（２次補正） ‐ 

平成２３年度（３次補正） ‐ 

平成２３年度（４次補正） ‐ 

担当部局・課室名 水管理・国土保全局 下水道部 下水道企画課 

備考  

 調査票 



 

番号 4－2 

項目名 循環型の経済社会システムの構築 

施策名 リサイクルポート高度化プロジェクトの実施 

施策の概要 循環型社会の形成に向け既存ストックを最大限に活用し、物流コストの削減

及び環境負荷軽減に寄与する総合静脈物流拠点港（リサイクルポート）を構築

する。 

施策の目標 

 

－ 

取組状況 

（平成 22 年度） 

※可能な限りアウトカ

ムを含めて定量的に

記載 

※定量的・定性的な目

標を設定している場合

は、進捗状況を記載 

○リサイクルポートの新規指定 

 平成 23 年 1 月に、新たに境港をリサイクルポートに指定（4 次指定）した。 

 

○港湾における循環資源の取扱に関する指針の策定 

 平成 22 年 9 月に、「港湾における循環資源の取扱に関する指針」を作成し、

循環資源の取扱に関する港湾の管理運営の方針として、リサイクルポート指

定港の港湾管理者宛てに周知した。 

 

今後の見通し・課題 

※平成 23 年度の取組

を含む 

引き続き官民の連携推進、循環資源取扱支援施設整備等を推進するほか、

海上輸送の特性を活かしたコンソーシアム方式によるリサイクルチェーンの構

築のための制度改善等に取り組む。 

予算措置状況 

(単位：百万円） 

平成２２年度 事業費：１，１７０百万円 

国  費：４６８百万円 

平成２２年度（補正） 事業費：－ 

国  費：－ 

平成２３年度 事業費：４９３百万円 

国  費：１９７百万円 

平成２３年度（１次補正） － 

平成２３年度（２次補正） － 

平成２３年度（３次補正） － 

平成２３年度（４次補正） － 

担当部局・課室名 港湾局 国際・環境課 

 

備考  

 調査票 



 

番号 ４－２ 

項目名 循環型の経済社会システムの構築 

施策名 海面処分場の計画的な整備の推進 

施策の概要 港湾の国際競争力を強化するための整備に伴う浚渫土砂や、循環型社会を形

成するために内陸部で最終処分場の確保が困難な廃棄物を確実に受け入れる

ため、海面処分場を計画的に確保する。 

施策の目標 

 

－ 

取組状況 

（平成 22 年度） 

※可能な限りアウト

カムを含めて定量的

に記載 

※定量的・定性的な目

標を設定している場

合は、進捗状況を記載 

平成２２年度は、全国１５港及び大阪湾において、廃棄物埋立護岸の整備を

行った。  

（平成２２年度廃棄物埋立護岸整備箇所）  

小名浜港、茨城港、東京港、川崎港、横浜港、金沢港、名古屋港、姫路港、

水島港、下関港、北九州港、熊本港、鹿児島港、石狩湾新港、佐伯港、大阪

湾（大阪湾広域臨海環境整備センター） 

今後の見通し・課題 

※平成 23 年度の取組

を含む 

平成２３年度は、全国１８港及び大阪湾において、廃棄物埋立護岸の整備を

行う。今後も引き続き廃棄物海面処分場の整備及び延命化対策を推進してい

く。  

（平成２３年度廃棄物埋立護岸整備箇所）  

石巻港、小名浜港、茨城港、東京港、川崎港、横浜港、金沢港、名古屋港、

衣浦港、姫路港、水島港、宇部港、下関港、熊本港、松浦港、鹿児島港、石

狩湾新港、佐伯港、大阪湾（大阪湾広域臨海環境整備センター） 

予算措置状況 

(単位：百万円） 

平成２２年度 事業費：１６，７２６百万円 

国費：４，４７９百万円 

平成２２年度（補正） － 

平成２３年度 事業費：９，５０５百万円 

国費：２，６１２百万円 

平成２３年度（１次補正） － 

平成２３年度（２次補正） － 

平成２３年度（３次補正） 事業費：２，２５０百万円 

国費：７５０百万円 

平成２３年度（４次補正） － 

担当部局・課室名 港湾局 国際・環境課 

 

備考  

 調査票 



 

番号 4-2 

項目名 循環型の経済社会システムの構築 

施策名 公共工事における環境物品等の調達の促進 

施策の概要 グリーン購入法に基づき、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の

公共工事に係る特定調達品目の判断基準を環境省及び経済産業省と共同で作

成する。また、同方針に基づき、環境物品等の調達推進・特定調達品目実績

調査を行い、その結果を踏まえ、定量的な目標を設定する。 

施策の目標 

 

─ 

取組状況 

（平成 22 年度） 

※可能な限りアウトカ

ムを含めて定量的に

記載 

※定量的・定性的な目

標を設定している場合

は、進捗状況を記載 

グリーン購入法の施行に伴い、環境への負荷の低減に資する資材の調達 

を推進する。公共工事の構成要素である資材、建設機械の使用に当たって

は、事業毎の特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に

留意しつつ、調達方針に掲げられている資材、建設機械を使用した公共工

事の調達を積極的に推進することとしている。平成２２年度調達方針にお

いて、調達総量に対する基準を満足する調達量の割合により目標設定を行

った品目については、品目に応じて４０％～１００％を目標としていたと

ころであるが、一部の品目を除き、概ね調達方針に定めた目標を達成して

いる。また、平成２２年度は、「路上表層再生工法」を特定調達品目に追

加(平成 23 年 2 月に閣議決定し、平成 23 年 4 月から適用)した。 

今後の見通し・課題 

※平成 23 年度の取組

を含む 

引き続き、調達する資材、建設機械、工法及び目的物について、国民から

の提案を参考として特定調達品目の追加、見直し等の検討を行う。また、

特定調達品目の実績把握を行い、その結果を踏まえて、定量的な目標を設

定し、環境物品等の調達を推進していく予定。 

予算措置状況 

(単位：百万円） 

平成２２年度 25 

平成２２年度（補正） － 

平成２３年度 20 

平成２３年度（１次補正） － 

平成２３年度（２次補正） － 

平成２３年度（３次補正） － 

平成２３年度（４次補正） － 

担当部局・課室名 大臣官房 技術調査課 建設システム管理企画室 

大臣官房 官庁営繕部 設備・環境課 営繕環境対策室 

備考  

 調査票 



 

番号 4-2    

項目名 循環型の経済社会システムの構築 

施策名 官庁施設における建設副産物対策の推進 

施策の概要 官庁施設における建設副産物対策を推進する。 

施策の目標 

 

－ 

取組状況 

（平成 22 年度） 

※可能な限りアウトカ

ムを含めて定量的に

記載 

※定量的・定性的な目

標を設定している場合

は、進捗状況を記載 

27 件の解体工事に建築物解体工事共通仕様書及び建設副産物管理マニュアル

を適用し、建設副産物対策を推進した。 

今後の見通し・課題 

※平成 23 年度の取組

を含む 

引き続き官庁施設における建設副産物対策を推進する。 

予算措置状況 

(単位：百万円） 

平成２２年度 － 

平成２２年度（補正） － 

平成２３年度 － 

平成２３年度（１次補正） － 

平成２３年度（２次補正） － 

平成２３年度（３次補正） － 

平成２３年度（４次補正） － 

担当部局・課室名 大臣官房官庁営繕部設備・環境課営繕環境対策室   

備考  

 調査票 



 

番号 4-2 

項目名 循環型の経済社会システムの構築 

施策名 FRP 船リサイクルの推進 

施策の概要 FRP 船の適正な廃船処理を促進するために、FRP 船リサイクルシステムを推進す

る。 

施策の目標 

 

- 

取組状況 

（平成 22 年度） 

※可能な限りアウトカ

ムを含めて定量的に

記載 

※定量的・定性的な目

標を設定している場合

は、進捗状況を記載 

平成 17 年 11 月から一部地域において運用が開始され、平成 20 年度より全

国 47 都道府県において本格運用が開始された「FRP 船リサイクルシステム」

について、普及促進のために周知広報等の実施によるサポートを行った。 

また、全国ブロック毎に地方運輸局、地方整備局、都道府県等で組織する地

方廃船処理協議会を開催し、不法投棄された廃FRP船対策や FRP船リサイク

ルの促進を図るために情報提供及び意見交換等を実施するとともに、経済

的・効率的で永続的な FRP 船リサイクルシステムとするため、有識者、学識経

験者等からなる委員会を開催した。 

今後の見通し・課題 

※平成 23 年度の取組

を含む 

FRP 船リサイクルシステムの普及促進を図るために、関係業界及び地方自治

体と協力して積極的に周知広報を実施するとともに利便性の向上を図る。ま

た、経済的・効率的で永続的な FRP 船リサイクルシステムとするための検討及

び評価を行い、システムの改善や新たな処理技術の取り入れ等の検討を行

う。 

予算措置状況 

(単位：百万円） 

平成２２年度 - 

平成２２年度（補正） - 

平成２３年度 - 

平成２３年度（１次補正） - 

平成２３年度（２次補正） - 

平成２３年度（３次補正） - 

平成２３年度（４次補正） - 

担当部局・課室名 海事局船舶産業課舟艇室 

備考  

 調査票 



 

番号 ４－２ 

項目名 循環型の経済社会システムの構築 

施策名 広域処分場の整備を推進 

施策の概要 大都市圏の地方自治体等が個々に確保することが困難である廃棄物処分場に

ついて、広域処分場の適切な整備を推進する。大阪湾において近畿２府４県

１６８市町村（平成２３年３月現在）を対象とした広域処分場の整備を推進

している。 

施策の目標 

 

－ 

取組状況 

（平成 22 年度） 

※可能な限りアウトカ

ムを含めて定量的に

記載 

※定量的・定性的な目

標を設定している場合

は、進捗状況を記載 

平成２２年度は、大阪湾において近畿２府４県１６８市町村の廃棄物を尼崎

沖、泉大津沖、神戸沖及び大阪沖の４埋立処分場において適正処理を行った。

今後の見通し・課題 

※平成 23 年度の取組

を含む 

平成２３年度は、廃棄物埋立護岸の整備を行い、今後も広域処分場の適切な

整備を推進していく。 

予算措置状況 

(単位：百万円） 

平成２２年度 事業費：１６，７２６百万円の内数 

国費：４，４７９百万円の内数 

平成２２年度（補正） － 

平成２３年度 事業費：９，５０５百万円の内数 

国費：２，６１２百万円の内数 

平成２３年度（１次補正） － 

平成２３年度（２次補正） － 

平成２３年度（３次補正） － 

平成２３年度（４次補正） － 

担当部局・課室名 港湾局 国際・環境課 

備考  

 調査票 



 

番号 ４－２ 

項目名 循環型の経済社会システムの構築 

施策名 港湾建設資源の広域利用の推進 

施策の概要 再生資源の利用促進に寄与するのみならず、首都圏においては処分場の負荷

を、地方部においては土取りによる自然環境への影響を軽減するため、首都

圏の建設発生土を海上輸送により全国の港湾等の用地造成に用いる、港湾建

設資源の広域利用を推進する。 

施策の目標 

 

－ 

取組状況 

（平成 22 年度） 

※可能な限りアウトカ

ムを含めて定量的に

記載 

※定量的・定性的な目

標を設定している場合

は、進捗状況を記載 

平成２２年度は、小名浜港、広島港で首都圏の建設発生土を利用した。  

これにより、平成２２年度までに首都圏の建設発生土を利用した港湾は、石

巻港、小名浜港、三河港、中部国際空港、呉港、広島港、徳島飛行場、粟津

港、高知港、宿毛湾港、三島川之江港、八幡浜港・八幡浜漁港となり、累積

輸送土量は１，１３０万 m3 となった。 

今後の見通し・課題 

※平成 23 年度の取組

を含む 

平成２３年度は、小名浜港で首都圏の建設発生土を利用する。今後も引き続

き港湾建設資源の広域利用を推進していく。 

予算措置状況 

(単位：百万円） 

平成２２年度 事業費：１６，７２６百万円の内数 

国費：４，４７９百万円の内数 

平成２２年度（補正） － 

平成２３年度 事業費：９，５０５百万円の内数 

国費：２，６１２百万円の内数 

平成２３年度（１次補正） － 

平成２３年度（２次補正） － 

平成２３年度（３次補正） － 

平成２３年度（４次補正） － 

担当部局・課室名 港湾局国際・環境課 

備考  

 調査票 


